
全国における空き家対策を加速化するため、空き家対策の執行体制の整備が必要な自治体における専門家等と連携
した相談窓口の整備等を行う取組、民間事業者が空き家の発生防止等の抜本的対策に取り組むモデル的な取組につ
いて支援を行い、その成果の全国への展開を図る。

事業内容

相談窓口等の空き家対策の執行体制の整備が必要
な自治体を対象として、空き家相談のための人材育成、
法務・不動産・建築等の多様な専門家と連携した相談
体制を構築する取組を支援。

補助率

定額補助

事業要件 ・上記１．については原則として地方公共団体と専門家等が連携して実施すること

・本事業の成果を広く公開すること

令和3年度～令和5年度
事業期間補助対象

市区町村、民間事業者等

＜想定される取組例＞

＊空き家対策と居住支援を連携させ、住宅確保要配慮者向けの住宅を
確保する取組

＊シェアリング・サブスクリプション等を活用したビジネス化・産業
を展開し、空き家の潜在的需要を喚起する取組

＊遠隔地や海外に住む所有者が安心して円滑に除却できる方法を模索
する取組

＊コロナ禍後の新生活様式のためのテレワークやサテライトオフィス
等に活用するための空き家を転用する取組

１．空き家に関する相談窓口等の民間連携支援 ２．住宅市場を活用した空き家に係る課題の解決

空き家に係る全国共通の各種課題に対して、住宅市
場を活用した空き家対策に関する新たなビジネスの構
築等のモデル的な取組に対して支援。

令和３年度予算額：3.5億円（皆増）住宅市場を活用した空き家対策モデル事業
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（専門家連携・ワンストップ対応）
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